
計
画
を
策
定
し
ま
し
た

　

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

◆
門
真
市
Ｄ
Ｘ
推
進
計
画
2.0

内
容

　

本
市
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ
ン

ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
（
Ｄ
Ｘ
）

を
着
実
か
つ
強
力
に
推
進
す
る
た

め
の
計
画

問
合
先

　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
７
９
３

◆
門
真
市
文
化
芸
術
推
進
基
本
計
画

（
改
訂
版
）

中
間
見
直
し
の
概
要

◦
市
民
等
を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
を
実
施
し
、
課
題
を
整
理

◦
各
施
策
や
取
組
の
進
捗
状
況
等
の

確
認
、
見
直
し

問
合
先

　

生
涯
学
習
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）７
１
３
９

働
く
意
欲
が
あ
り
な
が
ら

就
職
が
困
難
な
人
へ

　

就
労
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
の
支
援
を
専

門
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
行
い
ま

す
。

と
き　

月
・
水
・
金
曜
日
午
前
９
時

30
分
～
午
後
４
時
30
分

※
祝
日
を
除
く

と
こ
ろ　

地
域
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー

（
人
権
市
民
相
談
課
内
）

※
就
職
の
あ
っ
せ
ん
は
不
可

相
談
方
法　

電
話
ま
た
は
面
談

※
面
談
の
相
談
は
電
話
で
要
予
約

相
談
・
問
合
先

　

地
域
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
７
９

戦
没
者
の
遺
族
に
対
す
る
特
別

弔
慰
金
（
第
12
回
「
い
」
号
）

請
求
期
限
は
10
年
３
月
31
日
㈮

　

期
限
を
過
ぎ
る
と
特
別
弔
慰
金
を

受
け
る
権
利
が
な
く
な
り
ま
す
。
ま

た
、
請
求
に
必
要
な
書
類
の
取
得
に

時
間
を
要
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

請
求
が
お
済
み
で
な
い
人
は
、
早
め

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象　

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご

遺
族
の
う
ち
最
も
順
位
の
高
い
人

で
、
７
年
４
月
１
日
現
在
、
公
務

扶
助
料
な
ど
の
受
給
権
を
有
す
る

遺
族
が
い
な
い
人

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

支
給
内
容　

27
万
５
０
０
０
円
、
５

年
償
還
の
記
名
国
債

問
合
先　

福
祉
政
策
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
９
３

く
ら
し
の
相
談
窓
口

　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
と
女
性
サ
ポ

ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
を
併

設
し
た
相
談
窓
口
で
す
。
相
談
は
無

料
で
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

開
設
日
時

　

平
日
、
第
２
・
第
４
土
曜
日

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時
30
分

と
こ
ろ

　

そ
よ
ら
古
川
橋
駅
前
３
階

◆
登
記
相
談
の
相
談
日
を
増
設

　

第
３
水
曜
日
に
加
え
て
、
４
月
か

ら
、
偶
数
月
の
第
１
水
曜
日
も
相
談

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

問
合
先　

く
ら
し
の
相
談
窓
口

　

☎
０
６（
６
９
０
０
）８
５
５
１

　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）７
２
４
９

　

女
性
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
Ｗ

Ｅ
Ｓ
Ｓ

　

☎
０
６（
６
９
０
０
）８
５
５
０

会
議
を
傍
聴
し
ま
せ
ん
か

◆
第
５
回
門
真
市
上
下
水
道
事
業
経

営
審
議
会

と
き　

４
月
17
日
㈮

　

午
後
３
時
か
ら

と
こ
ろ　

第
一
会
議
室

　

（
泉
町
浄
水
場
）

内
容

　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施

問
合
先

　

経
営
総
務
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
７
３

◆
第
１
回
門
真
市
自
殺
対
策
計
画
審

議
会

と
き　

４
月
（
予
定
）

※
詳
し
い
日
時
・
場
所
は
問
い
合
わ

せ
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

内
容　

門
真
市
第
２
期
自
殺
対
策
計

画
の
策
定

問
合
先

　

福
祉
政
策
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
９
３

飯
盛
霊
園

合
葬
墓
「
虹
の
丘
」
慰
霊
祭

と
き

　

４
月
10
日
㈮

　

午
前
９
時
か
ら

◆
大
和
田
駅
発
の
臨
時
バ
ス

　

午
前
９
時
、
午
前
10
時
15
分
、
午

前
11
時
30
分

問
合
先

　

飯
盛
霊
園
組
合
管
理
課

　

☎
０
７
４
３（
７
８
）１
１
９
５

と
き　

４
月
６
日
㈪

　

午
後
１
時
30
分
か
ら

と
こ
ろ

　

京
阪
古
川
橋
駅
南
駅
前
広
場

問
合
先

　

道
路
公
園
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
６
４
５

カ
ド
マ
と
タ
ク
ミ
in

さ
く
ら
ま
つ
り

　

「
西
三
荘
さ
く
ら
ま
つ
り
」
で
カ

ド
マ
と
タ
ク
ミ
マ
ル
シ
ェ
を
開
催
し

ま
す
。

と
き　

４
月
５
日
㈰

　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

※
雨
天
決
行

と
こ
ろ

　

エ
ル
西
三
荘
高
架
下

問
合
先

　

地
域
整
備
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
５
６
３

４
月
６
日
㈪
～
15
日
㈬

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

　

交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
と
正
し
い
交

通
マ
ナ
ー
を
実
践
し
、
安
全
な
行
動

を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

全
国
重
点

◦
通
学
路
・
生
活
道
路
に
お
け
る
こ

ど
も
を
始
め
と
す
る
歩
行
者
の
安

全
確
保

◦
「
な
が
ら
ス
マ
ホ
」
の
根
絶
や
歩

行
者
優
先
等
の
安
全
運
転
意
識
の

向
上

◦
自
転
車
・
特
定
小
型
原
動
機
付
自

転
車
の
交
通
ル
ー
ル
の
理
解
・
遵

守
の
徹
底

◆
春
の
交
通
安
全
運
動
事
前
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン

と
き　

５
月
１
日
㈮

　

午
前
10
時
～
正
午
、
午
後
１
時
30

分
～
３
時
30
分

と
こ
ろ

　

相
談
室
１
（
市
役
所
別
館
３
階
）

相
談
員　

人
権
擁
護
委
員

申
込
方
法

　

電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
直
接

申
込
・
問
合
先　

人
権
市
民
相
談
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
７
９

　

FAX
０
６（
６
９
０
５
）３
２
６
４

人
権
に
関
す
る
相
談

　

日
常
生
活
に
お
け
る
問
題
や
悩
み

ご
と
な
ど
に
相
談
員
が
親
切
に
応
対

し
ま
す
。
各
相
談
は
す
べ
て
無
料
で
、

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

◆
人
権
相
談
員
に
よ
る
相
談

と
き　

平
日

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
５
時
30
分

※
受
付
は
午
後
５
時
ま
で

と
こ
ろ　

人
権
市
民
相
談
課

相
談
員　

市
人
権
協
会
相
談
員

◆
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
相
談

と
き　

第
２
・
第
４
水
曜
日
、
午
後

１
時
30
分
～
３
時
30
分

と
こ
ろ

　

相
談
室
１
（
市
役
所
別
館
３
階
）

◆
人
権
擁
護
委
員
会
特
設
人
権
相
談

　

５
月
１
日
～
７
日
の「
憲
法
週
間
」

に
合
わ
せ
て
開
設
し
ま
す
。

※
水
曜
日
は
午
後
２
時
15
分
ま
で

業
務
内
容　

小
・
中
学
校
に
お
け
る

給
食
調
理
の
履
行
確
認
な
ど

対
象　

栄
養
士
の
資
格
が
あ
る
人

募
集
人
数　

１
人

賃
金　

時
給
１
５
１
３
円

※
交
通
費
は
別
途
支
給

申
込
方
法

　

教
育
総
務
課
に
指
定
の
履
歴
書
、

栄
養
士
免
許
証
（
写
）
を
持
参

※
後
日
、
面
接
試
験
を
実
施

申
込
・
問
合
先　

教
育
総
務
課　

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
８
２

教
育
総
務
課

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度

任
用
職
員

職
種　

栄
養
士

任
用
期
間

　

９
年
３
月
31
日
㈬
ま
で
の
平
日

勤
務
時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午
後

３
時
15
分

対象となる道
　幅員が４ｍ未満の道のう

ち、建築基準法第42条第
２項に規定する道路、現
に建築物が建ち並んでお
り拡幅が必要と認められ
る道
補助額
◦拡幅用地を市に寄附する

場合…補助基本額をもと
に算出する額または実際
に要した補助対象事業費
のうち低い額 

◦所有権を残したまま市に
無償使用承諾する場合…
補助基本額をもとに算出
する額または実際に要し
た補助対象事業費（分筆
測量業務を除く）のうち
低い方の額の３分の２

※自主管理する場合は対象
外

※予算が無くなり次第終了
※一部補助対象外となる場

合あり。詳しくは問い合
わせ
問合先　建築指導課
　☎０６(６９０２)６３４６

申込期間
　４月９日㈭～16日㈭
※申込多数の場合は抽選
◆耐震診断補助
対象　昭和56年５月31日以前に

建築確認を受けて建てた住宅
および耐震改修の促進に関す
る法律で規定する特定建築物

※木造住宅の場合は建築確認の
有無は不問
募集戸数、補助額
◦木造住宅…25戸、費用の11分

の10割（上限５万円）
◦そのほか住宅…１戸、費用の

２分の１（１戸当たり上限２
万７千円）

◦事務所等…１棟、費用の２分
の１（上限100万円）
◆耐震（設計）改修補助
◦設計＋改修または改修
対象　昭和56年５月31日以前に

建築確認を受けて建てられ、
耐震診断結果の評点が1.0未
満の木造住宅で、耐震改修に
おいて評点が1.0以上になる
もの
募集戸数・補助額　２戸、改修

工事費の８割（上限95万円）

※所有者世帯の所得合計額が月
額21万4000円以下の場合は改
修工事費の８割（上限107.5
万円）

◆耐震シェルター設置補助
対象　昭和56年５月31日以前に

建てられ、耐震診断結果の評
点が1.0未満の木造住宅

※長屋、共同住宅を含む
募集件数・補助額　１件、費用

の５分の４（上限30万円）
◆木造住宅除却補助
対象　昭和56年５月31日以前に

建てられ、耐震診断結果の評
点が0.7未満またはそのほか
の方法により耐震性が低いと
判断された木造住宅

※長屋、共同住宅を含む
募集戸数、補助額
◦一戸建ての住宅…10戸、費用

の100分の23（上限40万円）
◦長屋、共同住宅…８棟、費用

の100分の23（上限200万円）
※そのほか条件あり。詳しくは

問い合わせ
問合先　建築指導課
　☎０６(６９０２)６３４１

耐震診断・改修（設計）などの費用補助狭あい道路の拡幅等
補助金交付制度

　

こ
れ
ま
で
市
役
所
前
の
掲
示
場

に
掲
示
し
て
い
た
条
例
や
規
則
な

ど
の
公
布
や
告
示
は
、
４
月
１
日

か
ら
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
、

「
門
真
市
電
子
掲
示
場
」
か
ら
内

容
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

　

電
子
掲
示
場
の
利
用
が
難
し
い

場
合
は
、
開
庁
時
間
に
総
務
課
文

書
法
規
グ
ル
ー
プ
で
の
閲
覧
も
可

能
で
す
。

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
線
に
障
害

が
生
じ
た
時
な
ど
は
臨
時
的
に

掲
示
場
を
設
置
し
、
紙
で
掲
示

す
る
場
合
あ
り

問
合
先　

総
務
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
８
４

条
例
の
公
布
や
告
示
な
ど

電
子
掲
示
場
へ
掲
載

門真市
電子掲示場は
こちら

ま
ち
づ
く
り

募

集

お
知
ら
せ

人

権
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